


日野町介護保険条例 改正 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨  

所得者 保険料軽減 い 成 30 11 月 22 日付厚生労働省老健局介護保険

課事務連絡 和元 10 月 消費税率 10％へ 引 合わせ 軽減強化

を行 い  

保険料軽減強化 消費税率 10％へ 引 財源 手当 あ た

め 和元 度 保険料 軽減幅 半分 水準 設定し 和 2 度 降 完

全実施さ  

 

2 改正 容  

○ 所得者 第1～3段階 保険料軽減強化 完全実施 

条例第2条第1項第1号 規定す 第1段階保険料33,562 い 和2 度

26,850 す  

条例第2条第1項第2号 規定す 第2段階保険料55,937 い 和2 度

44,750 す  

条例第2条第1項第3号 規定す 第3段階保険料64,887 い 和2 度

62,650 す  

 

段階 対象者  和2 度 
参考  

和元 度 

第1段階 
生活保護受給者 民税非課税世

帯 金収入等80万  

金額 26,850  33,562  

割合 0.3 0.375 

第2段階 
民税非課税世帯 金収入等

80万 超120万  

金額 44,750  55,937  

割合 0.5 0.625 

第3段階 
民税非課税世帯 金収入等

120万 超 

金額 62,650  64,887  

割合 0.7 0.725 

 

3 附則 

和2 4月1日 施行す  



 

日野町介護保険条例 一部を改正 る条例 

 

日野町介護保険条例 成12 日野町条例第17号 一部を次 うに改正 る  

 

改正後 改正前 

。保険料率) 。保険料率) 

第2条 略 第2条 略 

2～4 略 2～4 略 

5 第1項第1号に掲 る第1号被保険者につい 保険料 減額賦課

に係る令和2 度に る保険料 同号 規定に わ 26,

850円 る  

5 第1項第1号に掲 る第1号被保険者につい 保険料 減額賦課

に係る令和元 度 令和2 度ま 各 度に る保険料

同号 規定に わ 33,562円 る  

6 第1項第2号に掲 る第1号被保険者につい 保険料 軽減賦課

に係る令和2 度に る保険料 同号 規定に わ 44,

750円 る  

6 第1項第2号に掲 る第1号被保険者につい 保険料 軽減賦課

に係る令和元 度 令和2 度ま 各 度に る保険料

同号 規定に わ 55,937円 る  

7 第1号第3号に掲 る第1号被保険者につい 保険料 軽減賦課

に係る令和2 度に る保険料 同号 規定に わ 62,

650円 る  

7 第1号第3号に掲 る第1号被保険者につい 保険料 軽減賦課

に係る令和元 度 令和2 度ま 各 度に る保険料

同号 規定に わ 64,887円 る  

8 略 8 略 

  附 則 

 条例 令和2 4月1日 施行 る  


